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認可申請

認可確認部会

①開設希望時期や施設等の種別、規模・整備

方法等についてヒアリングを行います。

②協議書に必要書類を添付して提出していた

だきます。

書類審査

申請があった施設・事業所に

ついて、秋田市社会福祉審議

会児童専門分科会認可確認部

会から意見を聴きます。
内定通知

書類審査、確認部会での意見聴取において

問題がない園について、建設・改修工事の

完了等の条件を付して内定します。

各種規程の修正

指導計画等の見

直し

実地指導

給付費

確認申請

認可・認定

通知交付 確認通知交付

施設整備状況・職員の

採用状況について確認

開 園

図
面
打
合
せ

現
地
確
認
等

①既設園は現地で基準との照合、追

加を要する設備等について確認しま

す。

②新設園は図面により基準等につい

て打合せを行います。

③認可等申請に必要な資料について

打合せを行います。

特定子ども・子育て支

援施設等確認申請

施設型給付費等の支

給対象としての運営

基準を満たしている

かを審査し、園の利

用定員を定めた上で、

確認した旨の通知を

交付します。

預かり保育や一時預

かりを実施する場合

で、幼児教育・保育

の無償化対象とする

ためには確認申請が

必要となります。

確認通知交付


